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1956 年から開催されている「一宮七夕まつ

り」はその豪華絢爛さから、日本三大七夕祭りに

数えられ、まつり期間中には全国から約 300 万

人が訪れる一宮の夏の最大イベントとして市民に

親しまれています。 

今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、

お祭り自体は中止となりましたが、7/26 まで一宮

駅構内、並びに本町商店街において七夕飾りを

実施し、一宮の夏を演出しています。 

http://www.ichinomiya-cci.or.jp/ 

△第 64回七夕まつり (2019) 

  元号が変わった令和初の七夕祭り 

◁第 50回七夕まつり（2005年） 

 全国七夕サミットが開催されました。 

 

コロナウイルスに関する経済支援等について 

常議員会を開催 

高岡商工会議所情報交流コーナー 



 

 
「家賃支援給付金」が 

新設されました 

 事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中

で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減

することを目的に、テナント事業者に対して支給さ

れます。詳細は経済産業省 HPをご確認ください。 

 

給付対象： 

・令和 2年 5月～12月において、以下のいずれ

かに該当する中堅企業、中小企業、小規模事

業者、個人事業者等 

①いずれか 1カ月の売上高が前年同月比で

50％以上減少 

②連続する 3カ月の売上高が前年同期比で

30％以上減少 

給付額： 

・申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出さ

れる給付額(月額)の 6倍(6カ月分)。 

法人：100万円まで(1カ月)・最大 600万円 

（補助率は、支払家賃(月額)が 75万円まで

は 2/3、75万円を超える部分は 1/3） 

 

 

 

 

 

 

個人事業者：50万円まで(1カ月)・最大 300万円 

（補助率は、支払家賃(月額)が 37.5万円ま

では 2/3、37.5万円を超える部分は 1/3） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「雇用調整助成金」の 

受給額上限が引き上げられました 

・令和 2年 4月 1日から 9月 30日までの期間

を 1日でも含む賃金締切期間（判定基礎期間）

が対象です。 

①受給額の上限の引き上げ 

・1人当たり日額 8,330円が 15,000円に引

き上げられました。 

・企業規模にかかわらず、すべての事業主

に適用されます。 

②解雇等せず雇用の維持に努めた中小 

 企業への助成率は 10/10（100%）に 

すでに支給決定された事業主の方 

・追加支給の手続きは不要です。 

・すでに支給した額との差額(追加支給分)は、

7 月以降順次支給されます。 

支給申請はお済みで、まだ支給決定されていな

い事業主の方 

・追加支給の手続きは不要です。 

・差額(追加支給分)も含めて支給されます。 

支給申請がお済みの事業主の方で、過去の休業

手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で

休業手当の増額分を支給した事業主の方 

・追加支給の手続きが「必要」です。 

・9月 30日までに必要書類を提出ください。 

一宮市「雇用調整助成金申請支援金」 

 「雇用調整助成金」等の支給決定を受けた

市内事業者について、1 事業者当たり 5 万円

が一宮市より補助されます。なお申請は、予

算に達し次第、締め切りとなります。 

 詳しくは、一宮市経済部商工観光課「雇用

調整助成金申請支援金」担当にお問い合わせ

ください（☎85-7436・平日 9～17 時（12～

13時除く））。 

【問合せ先】 

・一宮公共職業安定所(企業支援部門) 

 ☎ 45-2048(内線 31#) 

・愛知労働局 あいち雇用助成室 

 ☎ 052-219-5518 

・厚生労働省 

「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症

の影響に伴う特例)」ページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisa

kunitsuite/bunya/koyou_roudou/ko

you/kyufukin/pageL07.html

新型コロナウイルスに関する支援情報について（※6月 26日現在の情報です） 

 中小企業相談所に相談窓口を設置しており

ます。お気軽にお問い合わせください。 

☎ 72-4611（平日 9時～17時） 

※休日受付先：日本商工会議所 

 ☎ 03-3283-7917（9時 30分～16時 30分） 

※平日・休日受付：  

 経済産業省 中小企業金融相談窓口 

 ☎ 0570-783183（9時～17時） 
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常議員会を開催。新型コロナウイルス関連

の本所業務報告を行う(6/22) 

 

6月 22日、本所 3階大ホールにて、常議員会を

開催しました。当日は、新型コロナウイルス感染

症予防のため、席の間隔をあけるなど 3密対策等

にも取り組みました。 

開催の挨拶で豊島会頭より県内の感染状況や

第 2波への備え、経済支援策についての話があり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議では、新会員の承認後、議員代表者の変更、

新型コロナウイルス関連の相談状況や中小企業

景況調査について報告を行いました。 

コロナウイルス感染症による影響としては、前

年同期比での落ち込みはリーマンショックを上

回っており、回答企業の 3 割が融資、雇用調整助

成金、持続化給付金のいずれかを利用しているこ

とがわかっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、本所常議員で西日本電信電話株式会社

ビジネス営業本部東海支店一宮営業所第二ビジ

ネス営業部長の熊澤智宏氏を講師にお招きし、

「ポストコロナにおける一宮商工会議所と NTT

西日本との連携による ICT 化推進」というテーマ

にて、全国的に広がるテレワークの導入状況、そ

の課題解決のための環境整備の例と、今後の取り

組みである本所との連携について卓話をいただ

きました。 

今後本所は ICT 支援として、企業規模や業種に

応じた導入モデルの紹介と専門家による個社支

援を実施して参ります。 

（※敬称略） 

■議員代表者の変更 

事業所名 前任 後任 

ワシズ機械㈱ 鷲津 暢彦 鷲津 昭靖 

 

 

「ICT相談デスク」を開設しました(7/1) 

   

本所と西日本電信電話株式会社（以下、NTT 西

日本）名古屋支店（取締役 名古屋支店長 山本 尚

樹）は、本所会員の多様で複雑化する経営課題の

解決支援、持続的発展を通じた地域経済の活性化

に寄与することを目的として、7 月 1 日(水)より

ICT(情報通信技術)相談デスクを開設しました。 

  これは、中小・小規模事業者の経営課題を解決

する支援や一宮市など行政と連携し、まちの賑わ

いづくりの創出などの課題に取り組んでいる本

所と、社会を取り巻く環境変化がもたらす様々な

課題に対し、ICT の力で課題解決をしていく「ソ

ーシャル ICTパイオニア」である NTT西日本とが

連携し、働き方改革や高度化する ICT への対応、

テレワークの導入支援など、ICT に関する中小・

小規模事業者の相談に対し、両者の強みを活かす

ことで、地域社会と経済の発展につながると考え

開設に至ったものです。 

今後は、①企業の経営課題の解決につながる

ICT 利活用支援策の提供、②地域社会の課題解決

と地域経済の発展に資するビジネスと連携方法

の検討について取り組んで参ります。 

 

△挨拶をする豊島会頭 

△卓話の様子 
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主な共済名 内容 加入年齢 共済掛金（月掛） 

傷害共済 
ケガの補償。特約を付ければ病気も安心。 

満 80歳まで継続して利用可能。 

満 15歳～ 

満 72歳 
2,000円 

生命傷害保険 
ケガや病気に幅広い補償。 

満 80歳まで継続して利用可能。 

満 15歳～ 

満 67歳 
2,400円 

経営者医療共済 
ケガも病気も安心の入院 1日 20,000円。 

掛金そのままで満 80歳まで末永く補償。 

満 15歳～ 

満 69歳 
7,700円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青年部・女性会が役員会を開催。 

事業の再始動に向けて準備を行う。 

 

本所の青年部(会長：岩満誠)・女性会(会長：

森貴子)はそれぞれ新型コロナウイルス感染症に

より事業が停止していましたが、緊急事態宣言の

終了を受け、事業を再開させるために役員会を開

催し、今後の対応について協議を行いました。 

特に女性会では、三密を避けるためにオンライ

ン会議を積極的に活用しました。審議や協議はオ

ンラインでも問題なく行うことができ、今後、新

型コロナウイルスの第二波がきても会議が停滞

することなく実施できることを確認しました。 

 

 

三
密
防
止
を
し
な
が
ら

の
会
議(

青
年
部)
◁ 

 

▷
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

の
様
子(

女
性
会) 
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「中小企業共済」 加入のご案内 

～経営者の「いざ」という時に役立つ補償や従業員の福利厚生に！～ 

本所では、会員企業の福利厚生向上と会員サービスの充実を図るため、愛知県中小企業共済協

同組合が実施する各種共済商品を取り扱っています。 

本制度は、法人の役員や従業員、個人事業主やその従業員を対象にケガや病気に幅広い補償

が適用される掛捨てタイプの共済制度で、「経営者医療共済」「傷害共済」など、経営者の「いざ」とい

うときに役立つ補償や、従業員の福利厚生等を幅広く取り揃えています。 

「健康診断受診助成※」「宿泊施設利用助成」など、使いやすい付帯サービス特典も用意されてい

ますので、この機会に是非ご加入をご検討ください。 

※市内の提携医療機関は、大雄会第一病院・山下病院・一宮西病院(7/1～)です。 

 

 

 

【お問い合わせ】  一宮商工会議所 総務部 ☎ 72-4611 



万葉のふるさと高岡 詩情をかきたてる豊かな自然が残る高岡の景色をご紹介 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

磯の上の 都万
つ ま

麻
ま

を見れば 根を延
は

へて 

年深からし 神
かむ

さびにけり 
～磯の上に立つつままを見ると、根を岩にしっかりおろしていて、 

何年も年を経ているらしい なんと神々しいことか～ 

二上山 

 

都万麻 

（タブノキ） 

 

一宮商工会議所・高岡商工会議所交流事業 

情報交流コーナー 

 奈良時代、高岡市の伏木
ふ し き

の地には、越 中
えっちゅうの

国
くに

(現在の富山県と石川県能登半島)の国府が置かれていまし

た。この国府に、わが国最古の歌集『万葉集』の代表的歌人である大伴家持
おおとものやかもち

が国守(現在の県知事のよう

な食)として赴任してきたのは、天平 18(746)年、29 歳の時でした。家持は越中の地に 5 年間滞在し、美

しい自然のなかで数多くの優れた歌を詠み、万葉集に残しています。 

 『万葉集』全 4,516 首のうち作者のわかっている歌のベスト 5 をあげると、家持 473 首、柿 本
かきのもとの

人麻呂
ひ と ま ろ

91 首、大伴坂上郎女
さかのうえのいらつめ

84 首、山上憶良
やまのうえのおくら

76 首、大伴旅人
た び と

71 首で家持が最多です。その家持の 473 首のう

ち、高岡に赴任していた期間に詠まれたのが約半数の 223 首にものぼります。 

このコーナーは、本所と友好関係にある高岡商工会議所の産業や

季節のイベント、グルメ情報などを四半期に一度、紹介しています。 
高岡ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 

家持くん、利長くん 

一宮ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

ｷｬﾗｸﾀｰ ｲﾁﾓ 

もののふの 八十娘子
や そ を と め

らが 汲みまがふ  

         寺井の上の 堅
かた

香子
か ご

の花 
～大勢の乙女たちが、入り乱れて水を汲む、 

寺井のほとりのかたくりの花よ～ 

馬並めて いざうち行
ゆ

かな 渋谿
しぶたに

の 

      清き磯廻
いそみ

に 寄する波見に 
～馬を並べてさあ出かけようじゃないか 渋谿の清らかな磯に 

打ち寄せているその波を見るために～ 

玉くしげ 二
ふた

上山
がみやま

に 鳴く鳥の 

         声の恋しき 時は来にけり 
～二上山に鳴くホトトギスの、声の恋しい季節がやってきた～ 

【お問合せはこちら】 

〒933-8567 富山県高岡市丸の内 1-40 

TEL 0766-23-5000／FAX0766-22-6792／✉takaoka@ccis-toyama.or.jp  

HP：http://www.ccis-toyama.or.jp/takaoka（→QR） 

渋谿（現在の雨
あま

晴
はらし

海岸） 

 

高岡商工会議所 

堅香子

（カタクリ） 

 

The TAKAOKA Chamber of Commerce and Industry 

（巻 17・3954） 

 

（巻 17・3987） 

 

（巻 19・4143） 

 

画像提供：高岡市 
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（巻 19・4159） 

 

http://www.ccis-toyama.or.jp/takaoka


 

 

 

 

 

 

  融資  

■日本政策金融公庫等 実質無利子・無担保融資 

継続･拡充 

日本政策金融公庫【新型コロナウイルス感染

症特別貸付】を継続し､貸付上限額と利下げ限度

額の引き上げによる拡充を行います｡ 
★【新型コロナウイルス感染症特別貸付】 
 

変更ポイント 
1.貸付限度額 中小事業 6億円(前 3億円)、国民

事業 8,000万円に拡充(前 6,000万円)  

2.利下上限額 中小事業 2億円(前 1億円)、国民

事業 4,000万円に拡充(前 3,000万円)  

3.実質無利子融資の継続･拡充 

4.状況に応じて、複数回の利用も可能 

 

【利用条件】直近 1カ月の売上が前年、または前々

年の同期と比較して 5％以上減少して

いる中小企業･小規模事業者 

【融資限度額】別枠 8,000万円(国民事業) 

【金利】当初 3年間、基準金利▲0.9%引下げ 

【据置期間】運転資金･設備資金で 5年以内 

【担保】無担保 

・特別利子補給制度(実質無利子化) 

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び

｢マル経別枠｣により借入を行った中小企業者等

のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリー

ランスを含む個人事業主、また売上高が急減し

た事業者などに対して、利子補給（期間：借入

後当初 3年間、補給対象上限：【日本公庫】マル

経別枠 1,000万円､中小事業 2億円､国民事業

4,000万円を行います。 

【問合せ先】 

 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 

 ☎0120-154-505 

 

■民間金融機関を通じた実質無利子融資の 

継続･拡充 

    愛知県による制度融資を活用した民間金融

機関の実質無利子融資を継続し､さらに融資上

限額の引き上げによる拡充を行う｡ 

【セーフティネット保証】 『別枠保証』 追加分 
  経営の安定に支障が生じている中小企業者を、

一般保証(最大2億8000万円)とは別枠の保証の対

象とする資金繰り支援制度です。売上高等の減少

については、一宮市の認定が必要となります。 

 

★【新型コロナウイルス感染症対応資金】 

『環コロ補助』(別枠) 
 

変更ポイント 
1.貸付限度額 上限 4,000万円(前 3,000万円) 

2.利下上限額 上限 4,000万円(前 3,000万円) 

3.実質無利子融資の継続･拡充 

4.状況に応じて､複数回の利用も可能 

 

国が補助を行う愛知県による制度融資において､

下記のセーフティネット保証 4号･5号､危機関連

保証のいずれかを利用した場合､要件を満たせば

保証料･利子の減免を行います｡ 

※SN4 号･5号･危機関連の認定が必要 

 売上高▲5% 売上高▲15% 

個人事業主･ 

小規模事業者 

保証料ゼロ･金利ゼロ 

小･中規模 

事業者 

保証料 1/2 保証料ゼロ 

金利ゼロ 

【融資上限額】4,000万円 

【資金使途】運転･設備資金 

【補助】当初 3年間無利子･保証料ゼロ 

【融資期間】10年以内のうち据置期間最大 5年 

【担保】無担保 

【保証人】代表者一定の要件満たせば不要 

【既往債務借換】信用保証付き既往債務も対象要

件を満たせば､制度融資を活用した実質無利子

融資への借換が可能 

 
【問合せ先】 

 愛知県信用保証協会 本店 

 保証第二部 保証第一課 ☎052-454-0531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金繰り対策がさらに継続･拡充！ 
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 小規模企業共済 ご案内 

小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の

方々が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あ

るいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準

備しておく制度です。 
 

制度の特色 

○掛金は全額所得控除に。 

○共済金は退職所得または公的年金等の雑所得

扱いに。 

○共済金の受取りは一括受取り又は分割受取り。 
 

貸付制度 

加入者（一定の資格者）は、納付した掛金総額の範

囲内で事業資金等の貸付が受けられます。 
 

毎月の掛金 

毎月の掛金は 1,000 円～70,000 円(500 円単位)で、

加入後の増額・減額もできます。 

お問い合わせ 

一宮商工会議所 中小企業相談所 ☎ 72-4611 
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（愛知県信用保証協会・広告(6 月号から差し替え)） 

天地：60mm×左右 170mm 

一宮市 3密対策リフォーム等補助金 

を活用しよう！ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

観点から、自主的に 3密を作らない取り組みを実

施し、厳しい状況下においても営業を継続するこ

とで市民生活を支える事業者を支援します。 

詳細については中小企業相談所(☎ 72-4611) 

までお問合せ下さい。 

 

【制度概要】 

対象者 

市内に事業所を有する中小法人

等（資本金 10億円未満）、小規模事

業者、個人事業主などの事業者 

対象経費 

新型コロナウイルス感染症の影

響を緩和・克服するための一定の取

り組みを実施したことに要した経

費(総額 3 万円以上・消耗品は 2 万

円まで) 

対象事業 

•テイクアウトに必要な設備の導入 

•お客様用手洗い場の設置 

•窓・網戸や換気扇などの換気設備

の設置 

•検温計の購入、検温システムの導

入等 

•マスクや消毒液等消耗品等 

補助率・ 

上限額 
2/3 ・ 20万円 

対象期間 

令和 2 年 2 月 1日から令和 2年 7

月 31 日の間に実施し、申請の時点

で支払い済みの経費 

申請期間 

令和 2 年 6 月 17 日(水)から 8 月

31 日(月)(消印有効)まで(土日、祝

休日を除く） 

※予算に達し次第終了 

【問合せ先】  一宮市商工観光課☎85-7436 

小規模事業者持続化補助金の拡充 

～対象業種で最大 200万円に～ 

小規模事業者の地道な販路開拓を支援する「小

規模事業者持続化補助金」において、下記に該当

する業種を「特例業種」として、一定の範囲で補

助上限額を引き上げることができます。 

具体的には、特例業種に該当する業種は希望す

れば、50万円の上限引き上げが可能となります。   

この 50万円を上限に、「コロナ特別対応型」「一

般型」「事業再開枠」の上限に上乗せすることが

可能です。詳細については中小企業相談所(☎ 

72-4611)までお問合せ下さい。 

 

【※特例業種とは】 

①屋内運動施設： 

屋内に運動器具が備えられており、指定するガ

イドラインに該当すると考えられる施設 

②バー： 

風営法第 2条第 1項第 2、3号若しくは第 11号

に該当して営業許可を取得し、又は風営法の深

夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指

定するガイドラインに該当すると考えられる

施設 

③カラオケ： 

個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラ

インに該当すると考えられる施設 

④ライブハウス： 

音響設備が備えられており、指定するガイドラ

インに該当すると考えられる施設 

⑤接待を伴う飲食店： 

風営法 2条 1項 1号に該当し、営業許可を取っ

ており、指定するガイドラインに該当すると考 

えられる施設 

（各指定ガイドラインの詳細は 

https://corona.go.jp/を参照してください。） 
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■趣味からのスタート、一流店で重ねた修業 

 山内さんは、幼少の頃からお菓子作りを趣味と

して続けていましたが、高校卒業後は OLとして働

いていました。夢だったパティシエの道に進んだ

のは 20代後半。遅いスタートを自覚していた山内

さんは、一日も早く現場を経験すべきと考えて上

京し、レストラン系な

ど複数のスイーツ店

で研鑽を積みます。

「当時の業界は、新人

は朝一番で準備し、仕

事が終わってからは

技術練習などで遅く

なることも多かった

です。まさに修業でし

た」と山内さんは話し

ます。 

 この時代に山内さんが最も影響を受けたのが、

東京ミッドタウンなどに店舗を構える「Toshi 

Yoroizuka」の鎧塚俊彦オーナーシェフでした。「当

たり前の話ですが、例えば、栗は秋の果物なので

モンブランを作るのは秋から冬にかけてなど、鎧

塚シェフは、素材の旬や、味、質を徹底して追究

する職人魂を持っています。教わった技術だけで

なくこの強いこだわりが今も心に残っています」 

 鎧塚シェフの下での修業は計 8年にわたり、管

理業務を任されるまでになりましたが、「やりきっ

た」と考えた山内さんは、地元・一宮に戻り独立

することを決意します。 

■ブレない味を求めてひとりで開業 

 独立に当たっては、味や見た目など完成度には

妥協しないと決めていた山内さん。修業時代の経

験から、ひとり集中することで作業効率が上がり、

味も見た目もブレないと理解していたため、自分 

 

 

 

 

 

の手の届く範囲で責任を持った仕事をするために、

製造は自分だけで行うと決めました。 

 この考えに合わせて店舗の規模も小さくまとめ、

空き家だった祖母宅を最小限の範囲で改装。他店

を気にせず自分が良いと思うものを提供する、唯

一無二、「稀(まれ)」の意味を込めた「アトリエ レ

ア」は、平成 29年 11月にオープンしました。 

■ショーケースはステージ。こだわりの品を提供 

 アトリエ レアでは、午前中を製造に費やして午

後から販売、売り切れ次第終了というスタイルを

採っています。「当初はシンプルなものしか出せな

かった」と言いますが、軌道に乗った現在は、少

しずつ商品に注力しており、昨夏は、季節限定の

マカロンアイスが好評でした。 

 自らは「アナログ人間なので」と、ネットを使

った宣伝は行っていませんが、中心的なお客様で

ある近隣の女性などから口コミでお客様の輪が広

がっています。「隠れ家的な存在なのが魅力なのか

もしれません」と山内さんは話します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、「味が一番大事ですが、ケーキは見た目も

とても重要です」と話す山内さん。「ショーケース

は自分をアピールするステージです」。特に注文を

受けて作るバースデーケーキは、人物やキャラク

ターなどはマジパン細工で表現し、性別、年齢な

どにより一人一人に合った、立体感のあるデコレ

ーションで仕上げており、お客様に好評です。 

 今後は、余裕がある時に開いていたお菓子教室

も、食育の観点を盛り込みながらまた開きたいと

考える山内さん。自分のスタイルを貫きながら、

素敵なスイーツを提供し続けていきます。 

～こだわりの｢隠れ家｣スイーツ～ 

  

 

～ 

 

    

アトリエ レア(Atelier Lea) 

 

「素材の味や季節感に常にこだわりを持って、自分のスタイルを貫く『職人』であり続けたいで

すね」と話すのは、今伊勢町のスイーツ店「アトリエ レア」（Atelier Lea）オーナーシェフの山

内貴恵さん。山内さんにお話を伺いました。 

▲ 受注制作のバース
デーケーキ(上)と、ス
イーツが並ぶショーケ
ース(右) 

▲ オーナーシェフの 
山内貴恵さん 

 

代表者：山内貴恵  創 業：平成 29年 

所在地：一宮市今伊勢町宮後字東茶原 10-5 

T E L：0586-85-5203 

営業時間 ：13時～18時（売切れ次第終了） 

定休日：月曜、火曜 



 
令和元年度のプロジェクト参加店を、 

ピックアップしてご紹介します。 

 

 

 

 

令和 2年度 

一宮モーニングマップを発刊します 

一宮モーニング協議会(会長：森 隆彦)では、毎

年 8月に市内でモーニングサービスを提供する店

舗を紹介する「一宮モーニングマップ」を発刊し

ています。 

  同マップは、所在地や

店内の雰囲気、提供され

るメニューのジャンル等

で店舗を紹介し、一宮の

モーニングを楽しむにあ

たって欠かせないアイテ

ムとなっています。 

  今年度も 8月 1日から 

「令和 2年度一宮モーニ 

ングマップ」を一宮市観 

光案内所や市内信用金庫 

本支店など各所で配 

布します。今年度は 94店 

舗を紹介し、これまで以 

上にモーニングの魅力を 

伝える一冊となりました。 

一宮モーニングの散策等でぜひご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：一宮モーニング協議会 

☎0586-72-4611 

お家で安心！食べて応援！ 

テイクアウトモーニング提供店舗のご紹介！！ 

お家で安心しておいしいモーニングを召し上がって頂ける「テイクアウトモーニング」

を提供している店舗をご紹介します！ 

是非皆さん積極的にご利用いただき、一宮のモーニング文化を守っていきましょう！ 

△新たに発刊するマップ 
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モースタグランプリ 2020 
 

「令和 2 年度一宮モーニングマップ」に掲載さ

れている店舗が提供するモーニングや、その食べ

ている様子のフォトコンテスト「モースタグラン

プリ 2020」を 12 月 31 日(木)まで開催します。 

「モースタグランプリ 2020」はインスタグラム

を利用したフォトコンテストで、一宮モーニング

公式アカウント「@ichinomiyamorning」をフォロ

ー後、投稿する写真にハッシュタグ「＃一宮モー

スタ 2020」を付け、コメント欄に店名を記入し投

稿するだけで気軽にコンテストに参加できます。 

今年度の写真のテーマは「笑顔あふれるモーニ

ングのまち いちのみや」で、店の雰囲気が伝わる

もの、楽しくモーニングを囲んでいる様子などを

ご投稿ください。 

グランプリ最優秀者 1 名にはQUOカード 10 万

円分を賞品として差し上げ 

るほか、審査員特別賞とし 

て QUO カード 1 万円分を 

3 名、入賞として QUO カ 

ード 1,000 円を 40 名様に 

差し上げます。 

皆様の笑顔あふれるモー 

ニングの写真投稿をお待ち 

しています！！ 

 

茶房アートギャラリー あきしの庵 

 

提供時間：8:00〜14：00 

価格：ドリンク付き 400円〜 

メニュー内容： 

・サンドイッチ以下 3種類よりお選び頂けます。 

オムレツサンド 

ハムサンド 

チーズサンド 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 27日 

(月) 

正副会頭会議、 

常議員会 

8月 1日 

(土) 

モースタグランプリ 

2020募集開始 

令和 2年度モーニング

マップ配布開始 

8月 18日 

(火) 

事業計画作成 

セミナー(第 1回目) 

8月 25日 

(火) 

尾張五市商工会議所 

合同企業説明会 

事業計画作成 

セミナー(第 2回目) 

8月 26日 

(水) 

尾張五市商工会議所 

合同企業説明会 

 
※掲載情報は、 

6月 26日現在のものです。 
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セミナーでは、政府の支援施策等と自社の経

営環境（「強み」「弱み」）を振り返り、『新型コ

ロナウイルス感染症を乗りきるための』未来を

見据えた事業計画の作成方法について解説いた

します。環境変化に柔軟に対応できる経営力を

身に付けたい皆様、この機会に奮ってご受講く

ださい。 

※本セミナーは、現在公募中の「小規模事業者

持続化補助金」（同封チラシ裏面参照）にも活

用いただけます。 

 

日時：8月 18日(火)・25日(火)・9月 1日(火)

各日とも 14時 30分～16時 30分 

※原則 3回すべてのセミナーに参加。 

場所：一宮商工会議所 3階大ホール 

定員：20社（先着順） 

内容：3回のセミナーを通じて、事業計画書を完

成させる実践的なセミナー 

講師：株式会社笑顔創造研究所代表 菅野守 氏

（中小企業診断士） 

参加料：無料 

申込み：同封のチラシに必要事項をご記入の上、

FAX にてお申し込みください。 

その他：個別相談会も実施します。詳細はチラ

シをご確認ください。 

問合せ：中小企業相談所 ☎72-4611 

 

新型コロナウイルス感染症に対する 

政府の支援施策等の説明と 

事業計画作成セミナー＆個別相談会 

◁講師の菅野氏 

～ご入会ありがとうございました～ 

事 業 所 名  所 属 部 会 名 

（株）Mold Star 

（株）NIW 

スリーエス 

筒木シーリング 

（株）中谷建築 

（株）Sky Stage 

ホームテクノ 

美容室きぶんてんかん 

焼肉問屋 半蔵 

 

トリミングサロン ぽわん 

アウル（株） 

（株）グロー・トラス 

商 業 部 会 

商 業 部 会 

土 木 建 設 部 会 

土 木 建 設 部 会 

土 木 建 設 部 会 

土 木 建 設 部 会 

土 木 建 設 部 会 

 

文化・サービス部会 

文化・サービス部会 

文化・サービス部会 

文化・サービス部会 

文化・サービス部会 

（公表希望の事業所のみ） 



 

  駅近・きれい・お得！！ 

一宮商工会議所ビル 貸会議室を利用しませんか？ 

会場使用料 会員価格(税込) ※非会員価格については本所Webサイト等でご確認ください。  

  

 

 

 

 

一宮商工会議所ビルは一宮駅から徒歩 5 分と至近に位置しており、Wi-Fi 環境が整備

されているほか、バリアフリーにも対応しております。 

また大小様々なお部屋をご用意しておりますので、会議、パーティー、面接会場、セ

ミナーなど幅広く様々な年代の方に利用いただけますので、ぜひご活用ください。 

 

予約可能期間：使用予定日の 3 カ月前から予約可 

申込み：貸会議室担当者に問わせ頂き、空き状況の確認･仮予約をしてください。 

問合せ：総務部 貸会議室担当☎72-4611 

 

会議や打合わせ等で本所ビルを利用する皆様へ 

本所では 6月から、会議室の貸し出しを再開しております。会議や打合せ等で本所ビ

ルをご利用いただく際は、新型コロナウイルス感染症対策として十分換気し、3密を防

ぐために席を離しての利用、咳エチケットに心がけてください。 

また、本所では、申込時に利用人数を確認し、通常 

より大きいお部屋のご紹介や、隣の人との飛沫感染を 

防ぐため、希望者にはアクリル板の貸し出しを行って 

おりますので、ご利用ください。 

 

※午前は 9時～13時、午後は 13時30分～17時30分、全日は 9時～17時30分 
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△パーティー等も可能な

大ホール 

△会議からセミナーまで

使える 402 会議室 

△少人数の打合せに 

403 会議室 

飛沫感染予防のアクリル板▷ 

会議室名 定員(名) 午前・午後 全日 会議室名 定員(名) 午前・午後 全日

大ホール
机 160

椅子 240

401

(口の字形式)

402

(口の字形式)

403

(口の字形式)

特別会議室

(長円卓)

¥12,000

¥7,900 ¥15,100

¥3,200 ¥6,000

小ホール 67 ¥21,000 ¥39,900

¥8,700 ¥16,300

¥8,700 ¥16,300

¥10,100 ¥19,000

24

30

12

¥6,300

¥20,40016 ¥38,700
305

(応接形式)

36

36

42

302

(教室形式)

303

(教室形式)

5 ¥3,200 ¥6,000

301

(教室形式)

¥22,600 ¥43,000
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